清水町表彰者選考委員会委員の公募要領
１ 趣旨
この要領は、町が行う表彰の被表彰者の選考について、町長の諮問に応じ審査する清水町表彰者選考委員会に町民の意見が適切に反映され、より開かれた町政の推進を図るため、町民から委員を募集するための公募方法及び公募委員の選考について必要な事項を定めるものとする。
２ 募集人数
公募により選任する委員は、２名以内とする。
３ 応募資格
応募の資格は、次の要件を満たす者とする。
(1) 清水町内に住所を有する満18歳以上（令和８年６月１日現在）の者
(2) 清水町が設置する他の審議会等の委員でない者
(3) 清水町の職員（事務及び現業職の会計年度任用職員を含む。）及び議会議員でない者
４ 委員の公募方法
(1) 公募に当たっては、「広報しみず」及び町公式ホームページ等に掲載し周知するとともに、総務課及び御影支所に別紙の応募用紙を備え付ける。
(2) 応募者は、応募用紙に応募の動機その他の必要事項を記載のうえ、総務課に持参、郵送又はＥメールにより提出するものとする。この場合において、電話による申込みは受け付けず、提出書類の返却はしないものとする。
５ 公募期間
公募の期間は、令和８年６月15日（月）から令和８年７月17日（金）までとする。
６ 選考委員会の設置
(1) 委員の選考に当たっては、公募委員選考委員会（以下「選考委員会」という。）を設置する。
(2) 選考委員会は、次の職にある者をもって構成する。
ア 副町長
イ 総務課長
ウ 総務課行政管理係
(3) 選考委員会の委員長は副町長とし、会務を総理し、委員会を代表する。
(4) 選考委員会は委員長が招集する。
(5) 議事は、出席した選考委員会委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(6) 選考委員会の庶務は、総務課行政管理係において処理する。
７ 公募委員の選考
(1) 応募のあった者については、選考委員会において審査するものとする。
(2) 委員の選考に当たっては、応募用紙に記載された応募の動機等を参考に審査するものとする。
(3) 委員の選考基準は、次のとおりとする。
ア 知識経験を有すると認められる者
イ 建設的な意見が期待できる者
ウ 社会的信望を有する者
エ 任期中に開催する審議会等に出席できる見込みがある者
(4) 委員の選考に当たっては、前に掲げる選考基準を踏まえ、年代、性別等のバランスを考慮するものとする。
８ 選考結果の通知
選考結果については、応募者本人に通知するものとする。
９ その他
この要領に定めるもののほか、選考委員会の議事その他の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附　則
（施行期日）
１　この要領は、令和８年６月１日から施行する。
（この要領の失効）
２　この要領は、令和８年10月15日限り、その効力を失う。
